
支給対象者（以下の①②どちらの要件も満たす方） 

①令和８年度に小中学校等（特別支援学校や私立学校等を含む）に新１年生として入学する 

児童の保護者 

②児童、保護者ともに令和８年度入学式の日時点で美浦村に住民登録がある方 

 

支給額 

・小学校新１年生 児童１人につき ３万円 

・中学校新１年生 児童１人につき ５万円 

 

支給について 

令和８年度入学の対象世帯には、令和８年４月上旬に案内通知を発送します。 

振り込みは５月中旬頃を予定しています。 

 

（1） 美浦村から児童手当を受給している方は、児童手当の受給口座に振り込みますので、申

請は不要です。 

※祝金の受給を希望しない場合は、通知から１４日以内に「受給拒否の届出書」の提出 

が必要ですので、役場子育て支援課にご連絡ください。 

（2） （１）に該当しない方（公務員の方、児童手当の受給者が美浦村外の市区町村にお住ま

いの方）は、申請が必要です。 

同封されている「支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて、

４月３０日（木）※必着 までに以下の申請先に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ・申請先 

美浦村教育委員会 子育て支援課 

稲敷郡美浦村大字受領 1515番地 

TEL：０２９-８８５-０３４０ 


